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水際対策強化に係る新たな措置（１５）に基づく 

指定国・地域について 
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健 康 課 
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「水際対策強化に係る新たな措置（１５）」（令和３年６月 28 日）（以下「措置（１５）」という。）

に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地域は以

下のとおりです。 

 

１．措置（１５）の１（１）に基づく措置の対象国・地域 

国・地域 指定日 １（１）の前段に 

基づく措置の実施

開始日時 

(日本時間） 

１（１）の後段に

基づく措置の実施

開始日時 

(日本時間） 

アフガニスタン、インド、スリラ

ンカ、ネパール、パキスタン、モ

ルディブ 

令和３年６月 28 日 令和３年７月１日 

午前０時 

令和３年７月１日 

午前０時 

 

２．措置（１５）の１（２）全文に基づく措置の対象国・地域 

国・地域 指定日 １（２）の前段に

基づく措置の実施

開始日時 

(日本時間） 

１（２）の後段に

基づく措置の実施

開始日時 

(日本時間） 

バングラデシュ 令和３年６月 28 日 令和３年７月１日

午前０時 

令和３年７月１日

午前０時 

 

３．措置（１５）の１（２）前段に基づく措置の対象国・地域 

国・地域 指定日 １（２）の前段に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

インドネシア、ウガンダ、英

国、エジプト、マレーシア 

令和３年６月 28 日 令和３年７月１日午前０時 

 

別添２ 



 

 

４．措置（１５）の１（３）に基づく措置の対象国・地域 

国・地域 指定日 １（３）に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

アイルランド、アラブ首長国連

邦、エストニア、オランダ、カ

ザフスタン、ギリシャ、キルギ

ス、スウェーデン、スペイン、

タイ、チュニジア、デンマー

ク、ナイジェリア、フィリピ

ン、フランス、ブラジル、米国

（アイダホ州、アーカンソー

州、アリゾナ州、オレゴン州、

カンザス州、ケンタッキー州、

コロラド州、デラウェア州、ネ

バダ州、ミシシッピ州、メイン

州、モンタナ州、ルイジアナ

州、ワシントン州）、ベトナ

ム、ペルー、ベルギー、ポルト

ガル、南アフリカ共和国、ヨル

ダン、ラトビア、ロシア（モス

クワ市、モスクワ州、サンクト

ペテルブルク市） 

令和３年６月 28 日 令和３年７月１日午前０時 

 

５．措置（１５）の２に基づく措置の対象国・地域 

国・地域 指定日 ２に基づく措置の 

実施開始日時(日本時間） 

カナダ（オンタリオ州）、スイ

ス、米国（フロリダ州、ミネソ

タ州）、ルクセンブルク 

令和３年６月 28 日 令和３年７月１日午前０時 

 

（以上） 


